
◎
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
三
月
一
六
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委

員
会

）

○
菅
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
株
式
会
社
日
本
政
策
金

融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及

び
そ
の
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
十
二
月
、
我
が
国
は
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
開
催
さ
れ
た
気
候
変

動
枠
組
み
条
約
第
十
五
回
締
約
国
会
議
に
お
い
て
、
気
候
変
動
対
策
に
取

り
組
む
途
上
国
に
対
す
る
支
援
策
を
発
表
し
ま
し
た
。

気
候
変
動
対
策
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
り
、
膨
大
な
資
金
需
要
が
あ
り
ま

す
が
、
民
間
資
金
の
呼
び
水
と
し
て
リ
ス
ク
の
補
完
を
行
う
た
め
、
平
成

二
十
年
十
月
に
発
足
し
た
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
国
際
部
門
で

あ
る
国
際
協
力
銀
行
を
活
用
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

政
府
は
、
地
球
温
暖
化
を
初
め
と
し
た
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に
向
け

我
が
国
と
し
て
貢
献
す
る
た
め
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
が
民
間

金
融
を
補
完
す
る
こ
と
を
旨
と
し
つ
つ
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
の
地
球

環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
海
外
に
お
け
る
事
業
を
促
進
す
る
た
め
の
金

融
機
能
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
、

本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
の
内
容
は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
目
的
及
び
国

際
協
力
銀
行
の
業
務
の
範
囲
に
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
の
地
球
環
境
の

保
全
を
目
的
と
す
る
海
外
に
お
け
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
を
追
加
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
三
日
）

○
玄
葉
光
一
郎
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま

し
て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。
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次
に
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

は
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
目
的
及
び
国
際
協
力
銀
行
（
Ｊ
Ｂ

Ｉ
Ｃ
）
の
業
務
の
範
囲
に
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
の
地
球
環
境
の
保
全

を
目
的
と
す
る
海
外
に
お
け
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
を
追
加
す
る
も
の

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
一



で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
一
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
十
六
日
菅
財
務

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
十
七
日
質
疑
を
行
い
、
質
疑
を

終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
案
は

賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
案
に
対
し
、
国
際
協
力
銀
行
（
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
）
に
よ
る
業
務
の

積
極
的
展
開
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
そ
の
体
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
こ
と
を
申

し
添
え
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
一
七
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
の
優
れ
た
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
・
製
品
が
統
合
さ
れ
る
パ
ッ

ケ
ー
ジ
と
し
て
の
輸
出
、
又
は
、
こ
れ
ら
が
活
用
さ
れ
る
海
外
に
お
け

る
イ
ン
フ
ラ
等
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
先
進
国
、
途
上
国
を
問
わ
ず
、

国
際
協
力
銀
行
が
こ
れ
を
積
極
的
に
支
援
し
、
我
が
国
経
済
の
成
長
に

更
な
る
貢
献
を
す
る
よ
う
国
際
協
力
銀
行
の
機
能
を
整
備
す
る
こ
と
。

一

地
球
環
境
保
全
に
加
え
、
国
際
協
力
銀
行
が
果
た
し
て
き
た
資
源
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
や
国
際
競
争
力
確
保
等
の
機
能
を
適
切
に
果
た
す
た

め
、
目
的
遂
行
の
た
め
の
信
用
の
維
持
と
業
務
の
積
極
的
展
開
が
一
貫

し
た
体
制
と
し
て
可
能
と
な
る
よ
う
、
国
際
協
力
銀
行
の
あ
り
方
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
）

○
大
石
正
光
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
地
球
温
暖
化
を
始
め
と
し
た
地
球
環
境
問
題
の
解
決
に

向
け
我
が
国
と
し
て
貢
献
す
る
た
め
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の

目
的
及
び
国
際
協
力
銀
行
の
業
務
の
範
囲
に
、
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
の

地
球
環
境
の
保
全
を
目
的
と
す
る
海
外
に
お
け
る
事
業
を
促
進
す
る
こ
と

を
追
加
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
際
協
力
銀
行
の
担
う
べ
き
役
割
と
今
後

の
組
織
の
在
り
方
、
政
策
金
融
機
関
の
統
合
に
よ
る
効
果
、
鳩
山
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
途
上
国
支
援
の
具
体
的
内
容
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど

お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
二



○
附
帯
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
三
〇
日
）

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

我
が
国
の
優
れ
た
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
・
製
品
が
統
合
さ
れ
る
パ
ッ

ケ
ー
ジ
と
し
て
の
輸
出
、
又
は
、
こ
れ
ら
が
活
用
さ
れ
る
海
外
に
お
け

る
イ
ン
フ
ラ
等
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
先
進
国
、
途
上
国
を
問
わ
ず
、

国
際
協
力
銀
行
が
こ
れ
を
積
極
的
に
支
援
し
、
我
が
国
経
済
の
成
長
に

更
な
る
貢
献
を
す
る
よ
う
国
際
協
力
銀
行
の
機
能
を
整
備
す
る
こ
と
。

一

地
球
環
境
保
全
に
加
え
、
国
際
協
力
銀
行
が
果
た
し
て
き
た
資
源
・

エ
ネ
ル
ギ
ー
確
保
や
国
際
競
争
力
確
保
等
の
機
能
を
適
切
に
果
た
す
た

め
、
目
的
遂
行
の
た
め
の
信
用
の
維
持
と
業
務
の
積
極
的
展
開
が
一
貫

し
た
体
制
と
し
て
可
能
と
な
る
よ
う
、
国
際
協
力
銀
行
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

一

今
後
の
国
際
協
力
銀
行
の
在
り
方
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
民
業
補

完
の
観
点
に
立
っ
て
、
国
内
金
融
業
務
及
び
国
際
協
力
銀
行
業
務
に
お

け
る
統
合
の
効
果
、
統
合
さ
れ
た
各
業
務
の
役
割
・
機
能
等
に
つ
い
て

十
分
な
検
証
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
三


